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既製品の治療用装具の販売価格等調査 調査票

１．販売側調査
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既製品の治療用装具の販売価格等調査 調査票

２．購入側調査
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第２回治療用装具療養費検討専門委員会（平成28年８月30日） ・提案20品目 ⇒ 事務局審査（書類不備３件） 17件審査対象
⇒リスト収載１４件、「継続審議」３件

第３回治療用装具療養費検討専門委員会（平成29年12月27日） ・提案10品目⇒事務局審査10件審査対象
⇒リスト収載８件、「継続審議」２件

第１回ＷＧ （平成30年３月23日） ・提案20品目⇒リスト収載することが適当と認められるもの：３件、「再検討」 ５件、「経過観察等」12件

第２回ＷＧ （平成30年９月５日） ・提案25品目（※第１回WGで「再検討」５件を含む。） ⇒リスト収載することが適当と認められるもの：23件、 「経過観察等」 ２件

第３回ＷＧ （平成31年３月20日） ・提案７品目⇒リスト収載することが適当と認められるもの：３件、「経過観察等」 ４件

第４回ＷＧ （令和元年８月16日） ・提案12品目⇒リスト収載することが適当と認められるもの：０件、「経過観察等」 12件
第４回 治療用装具療養費検討専門委員会 （令和元年９月６日）
・ 「ＷＧにおいて、既製品装具のリスト化は基準価格を設定した上で行うべきとの意見あり、リスト化と基準価格の議論をあわせて行っている」旨を報告

第５回ＷＧ、第６回WG （令和３年９月15日、11月10日）
・ 既製品装具の基準価格の設定等（案）について検討

第５回 治療用装具療養費検討専門委員会 （令和４年２月22日）
・ 「既製品装具の基準価格の設定（案）」及び当該基準価格の設定（案）に基づくリスト収載されている製品（廃番となった４品目を除く47品目）について「既製品装

具の基準価格（案）」を報告
・ 治療用装具の療養費に係る留意事項等通知（案）をWGで検討を行うことについて、専門委員会に諮り、了承された。

第７回ＷＧ （令和４年８月31日）
・リスト収載されていない既製品装具の基準価格の設定（案）について検討 ・リスト収載品目の検討（案）、既製品装具に係る実勢価格調査（案）について検討

第６回 治療用装具療養費検討専門委員会 （令和４年９月15日）
・ リスト収載されていない既製品装具に、「既製品装具の基準価格の設定方法」に準じて基準価格を設定し関係通知を改正することについて決定

第８回ＷＧ、第９回ＷＧ、第10回ＷＧ （令和４年11月２日、12月14日、令和５年２月１日）
・治療用装具に係る療養費の支給の留意事項等（案）について検討 ・既製品の治療用装具に関する課題（案）について検討
・既製品装具のリスト収載について検討 ・提案21品目⇒リスト収載することが適当と認められるもの：10件

・リスト収載が適切ではないもの（提案誤り）２件、 「継続審議等」 ９件
第７回 治療用装具療養費検討専門委員会 （令和５年２月22日）

・ 療養費の支給対象とすることが適当と認められる治療用装具の既製品１０品目について、リスト収載を決定
・ 治療用装具療養費の支給の留意事項通知（案）及び疑義解釈資料（案）について検討（ワーキンググループからの報告を踏まえ検討）
・ 既製品の治療用装具に係る課題について検討

第11回ＷＧ、第12回WG （令和６年11月16日、令和７年２月５日）

・既製品の治療用装具に係る課題について検討

第８回 治療用装具療養費検討専門委員会 （令和７年２月28日）

・令和６年12月から令和７年１月にかけて実施した既製品の治療用装具の販売価格等調査の結果に基づき、

既製品リスト収載の経過 令和7年10月23日治療用装具
療養費検討専門委員会資料
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• 治療用装具に係る療養費は、「治療用装具の療養費支給基準について」（S36.7.24保発54号）において障害者
総合支援法の規定に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」（H18.厚生労
働省告示528号）別表１「購入基準」中に定められた装具の価格を基準として算定することとされている。

• この「購入基準」は、支給額を算定する場合の基準であって、支給対象装具の範囲までも示したものではない。

• 最終的には、保険者判断により支給することが可能となっているが、償還の対象となるかどうか判断が分かれ
るケースが散見される。

• 療養費支給の対象となる治療用装具は、オーダーメイドで製作されたものが基本であるが、疾病または負傷の
治療遂行上必要な範囲のものであれば、既製品であっても保険者判断により療養費を支給することが可能と
なっている。

• 近年既製品に係る申請が増加しているが、「購入基準」はオーダーメイドを念頭に作られており、既製品に関す
る基準ではないことから、既製品に関しては、療養費の支給対象となるかどうかが特に曖昧になっている。

現状と背景

○ 療養費の支給に係る既製品の扱いについては、保険者の対応においても差があるとの指摘があり、一定の基
準を満たす既製品をリスト化することで、支給決定の円滑化に資することが期待される。

療養費の支給対象とすることが適当と認められる既製品をリスト化

治療用装具に係る既製品のリスト化について
治 － ２
29．12．27
（一部改変）
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既製品装具の基準価格の算定方法等について

リスト収載以外の既製品装具リスト収載されている既製品装具

【Ａ算定式】
オーダーメイドで製作された場合における採寸・
採型の基本価格の 0.52 倍の額（技術料）と仕入
価格（※）の 1.3 倍の額（製品価格）を合算した額

【Ｂ算定式】
仕入価格（※）の 2 倍の額

※当該製品の仕入価格（税抜）

A算定式とB算定式を比較して低い額を基準価格

下記の算定式を基にリストにおいて基準価格を明示

【Ａ算定式】
オーダーメイドで製作された場合における採寸・
採型の基本価格の 0.52 倍の額（技術料）と仕入
価格（※）の 1.3 倍の額（製品価格）を合算した額

【Ｂ算定式】
仕入価格（※）の 2 倍の額

※厚生労働省が装具業者を対象として行う仕入価
格の調査により算出した仕入価格

A算定式とB算定式を比較して低い額を基準価格
※ただし、下限額を 5,000 円

算出方法

350品目程度57品目（うち4製品は販売中止）品目数

A算定式とB算定式の金額を記載リストの金額を確認領収書

個別の製品及び事例に応じて、保険者において、療
養費としての支給の可否を判断

個々の患者の状況に応じて正当な利用目的、必要性
の有無及び療養の給付による支給の可否等を鑑みて、
保険者において判断

支給の
可否

（注）
・オーダーメイドで製作された場合における採寸・ 採型の基本価格とは、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」（平成 18年厚
生労働省告示第 528 号）の別表 1 の購入基準中の「ウ 基本価格」

・ リスト収載されていない製品で、仕入価格（税抜）が 1,500 円未満の場合は、下限額 5,000 円の適用なし

令和7年10月23日治療用装具
療養費検討専門委員会資料
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リスト化された既製品の治療用装具（平成28年9月23日保発0923第3号） ① 参考
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リスト化された既製品の治療用装具（平成28年9月23日保発0923第3号） ② 参考
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リスト化された既製品の治療用装具（平成28年9月23日保発0923第3号） ③ 参考
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リスト化された既製品の治療用装具（平成28年9月23日保発0923第3号） ④ 参考
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リスト化された既製品の治療用装具（平成28年9月23日保発0923第3号） ⑤ 参考
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リスト化された既製品の治療用装具（平成28年9月23日保発0923第3号） ⑥ 参考
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